
大田区建築審査課　　No1
== 平成26年7月改正 ==

　　シックハウス対策　　　

　シックハウス対策は建築基準法の改正（平成14年7月12日公布、平成15年7月1日施行)により、

実施されています。

 今回、大田区では、事務の簡素化から、完了時の提出書類の一部を省略することにしました。

工事管理者、工事施工者の皆様に当たっては、改正の趣旨をご理解いただき、ご協力お願い

申し上げます。

（１）ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制

　　①内装仕上げの制限

　　②機械換気設備の義務付け

　　③天井裏などの制限

（２）クロルピリホスの使用禁止

　　　確認申請書（第二号様式）の添付図書として「使用建築材料表」（別紙-1・参考）、

　　「居室毎の機械換気設備」（別紙-2･参考）及び「天井裏等への措置」（別紙-3・参考）を

　　提出して下さい。（記入例-1・-2・-3参照）

             ①各検査の申請時に、建築基準法第１２条第５項の規定に基づく「工事監理報告書

　　　（シックハウス対策関係）」（別紙-4）を提出して下さい。

　　②各検査の申請書（第十九号様式、第二十六号様式）の第四面の「工事監理の状況」

　　　のシックハウス対策関係の記載欄には「別添・工事監理報告書（シックハウス対策

　　　関係）のとおり」と記載して下さい。

　工事監理者または工事施工者は、工事現場で使用される建築材料が確認図書及び

添付図書の建築材料の種別及び使用面積と同じであるか確認して下さい。

  また、換気設備については、確認図書により確認して下さい。

（１）確認の方法

　　①使用建築材料については、工事監理者または工事施工者が「使用建築材料表」及び

　　　「天井裏等への措置」に基づき建築材料の種別及び使用面積を確認して下さい。

　　②工事監理者または工事施工者は、「工事監理報告書（シックハウス対策関係）」

　　　の”シックハウス対策確認項目報告”の内容に基づき確認して下さい。

Ⅰ　シックハウス対策のための規制が導入されました。

工事監理者、工事施工者の確認・報告書の提出及び取り扱いについて

　　１． 改正建築基準法に基づくシックハウス対策の概要

　　２． 確認申請時の添付図書

　　３． 中間検査時、完了検査時の提出書類

　　１．建築材料、使用面積及び換気設備の確認

Ⅱ　工事監理者、工事施工者の確認 ・報告書の提出
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（２）使用建築材料及び換気計画の変更

　　①使用建築材料でホルムアルデヒド発散量が多い材料に変更した場合は、計画変更

　　　確認の申請が必要となります。

　　②使用建築材料でホルムアルデヒドを発散する材料の使用面積が増加した場合は、

　　　計画変更確認の申請が必要となります。

　　③換気計画を変更した場合は，計画変更確認の申請が必要となる場合があります。

　　工事監理者または工事施工者は、中間検査時及び完了検査時に法第１２条第５項に

　基づく「工事監理報告書（シックハウス対策関係）」（別紙-4）を提出して下さい。

（１）シックハウス対策関係の検査

　　①工事監理者または工事施工者より提出された「工事監理報告書（シックハウス対策

　　　関係）」に記載された状況と確認図書及び添付図書の照合をします。

　　②現場検査では目視及び寸法測定等により確認図書、添付図書及び報告書との照合

　　　をします。

（２）「工事監理報告書（シックハウス対策関係）」で照合できない場合

　　①使用建築材料の照合ができない場合は納品書、大臣認定書の提出を求めます。

　　②換気設備の種類及びダクトの配置等は、現場により確認を行いますが、機種の変更

　　　などが生じた場合は換気風量が確認できるメーカーカタログ、ダクトの配置の著しい

　　　変更が生じた場合は換気風量の測定結果報告の提出を求めます。

　　※　①、②の場合は法第１２条第５項の規定に基づく書類を提出して下さい。

（１）計画変更に床面積の増加がある場合

　　①計画変更に床面積の増加がある場合、建築材料のランクを下げる場合には

　　　計画変更確認申請が必要です。

（２）計画変更確認に係る手数料の算定対象面積（シックハウス対策関係）

　　①建築材料及び換気設備の計画変更の場合、変更後の内容が建築基準法に合致している

　　　 ことが明らかであるような「軽微な変更」に該当する場合を除き、建築材料・換気計画の

　　　 変更に係る部分の床面積の合計となります。

　　②天井裏等の計画変更の場合、変更に係る部分の水平投影面積となります。

増築等を行う場合は、増築等に係る部分が建築基準を満たすようにシックハウス対策を行う

必要があります。既存建築物に規制はかかりませんが、既存部分を含めた換気計画とする

場合は、既存部分も併せて換気計算を行う必要があります。

　　１．計画変更確認の取り扱い

　　２．増築等を行う場合の既存建築物の取り扱い

　　2．報告書の提出

Ⅲ　計画変更確認等の取り扱い



大田区建築審査課　　No3
== 平成26年7月改正 ==

（１）提出時期

　　①確認申請時に提出する報告書等

　　　　ｱ. 使用建築材料表：別紙-1・参考　・・・・確認申請書（第二号様式）の添付図書

　　　　ｲ. 居室毎の機械換気設備：別紙-2・参考・・・確認申請書（第二号様式）の添付図書

　　　　ｳ. 天井裏等への措置：別紙-3・参考　・・・確認申請書（第二号様式）の添付図書

　　②中間検査・完了検査時に提出する報告書等

　　　　 工事監理報告書（シックハウス対策関係）：別紙4　・・法第１２条第５項に基づく報告書

（２）担当係・問合せ先

　　建築審査担当　 電話：０３－５７４４－１３８８ 

　　設備審査係　　　電話：０３－５７４４－１３９１

＜報告書等の提出先時期・ 問合せ先＞



室　　　名 面　　積 使用面積 使用面積合計

（室　面　積） ㎡ ㎡ （判定結果）

使用建築材料表

内装の仕上げの部分 種　　　別 係　数階

別紙－１



室　　　名 面　　積 使用面積 使用面積合計

（室　面　積） ㎡ ㎡ （判定結果）

１階 床 規制対象外

壁 規制対象外

天井 第三種 10 0.5 5

ドア 第三種 1.91 0.5 0.96

引違戸 第三種 3 0.5 1.5

床の間 第三種 1.24 0.5 0.62

収納扉 第三種 2.46 0.5 1.23

フローリング 第三種 26.5 0.5 13.25

壁 規制対象外

天井 規制対象外

ドア 第三種 1.91 0.5 0.96

引違戸 第三種 4.19 0.5 2.09

フローリング 第三種 11.18 0.5 5.59

壁 規制対象外

天井 規制対象外

ドア 第三種 9.56 0.5 4.78

収納扉 第三種 2.09 0.5 1.045

壁 規制対象外

天井 規制対象外

踏み板 第三種 3.3 0.5 1.65

踏込 第三種 2.64 0.5 1.32

2階 フローリング 第三種 10.77 0.5 5.385

壁 規制対象外

天井 規制対象外

ドア 第三種 7.64 0.5 3.82

収納扉 第三種 2.09 0.5 1.045

床 規制対象外

壁 規制対象外

天井 規制対象外

ドア 第三種 1.91 0.5 0.955

フローリング 第三種 13.25 0.5 6.625

壁 規制対象外

天井 規制対象外

ドア 第三種 1.91 0.5 0.955

収納引き戸 第三種 4.19 0.5 2.095

合計４０．１㎡

１６．３０（OK)
LDK　　　　　　　　（２６．

５０㎡）

洋室　　　　　　　（１３．
２５㎡）

３５．２６（OK)

　１階廊下　　　　　ホー
ル　　　　（１１．１８㎡）

階段（３．３㎡）

2階廊下　　　　　（１０．
７７㎡）

2階トイレ　　　　　（１．
６㎡）

階 内装の仕上げの部分 種　　　別 係　数

和室　　　　　　　（１１．
１８㎡）

９．３１（OK)

使用建築材料表

別紙－１記入例１



（居室毎の機械換気設備）

室名 床面積    ㎡
平均天井高

m
気積
m3

換気種別
給気機による

給気量(A)
m3/ｈ

排気機による
排気量(B)

m3/ｈ

換気回数
回／h

合計

別紙－２



（居室毎の機械換気設備）

室名 床面積    ㎡
平均天井高

m
気積
m3

換気種別
給気機による

給気量(A)
m3/ｈ

排気機による
排気量(B)

m3/ｈ

換気回数
回／h

１F居間 24.30 2.50 60.75 40.00
１F台所 8.28 2.50 20.70 20.00
１F和室 17.40 2.50 43.50 30.00
１F廊下 19.87 2.67 53.05 80.00
２F洋室１ 10.00 2.40 24.00 20.00
２F洋室２ 10.00 2.40 24.00 20.00
２F主寝室 14.91 2.40 35.78 30.00
２F廊下 14.90 2.40 35.76 70.00

297.54 160.00 150.00 0.53合計

給気機及
び排気機

別紙－２記入例２



部屋名

天井裏等

小屋裏

天井裏

床下

外壁１

外壁２

外壁３

間仕切壁１

間仕切壁２

間仕切壁３

間仕切壁４

収納１

収納２

備考

（天井裏等への措置）

別紙－３



部屋名

天井裏等

小屋裏 換気設備 換気設備 換気設備 換気設備 換気設備 換気設備

天井裏 第三種 第三種 第三種 第三種 第三種 第三種

床下 第三種 第三種 第三種 第三種 第三種 第三種

外壁１ 通気止 通気止 通気止 通気止 通気止 通気止

外壁２

外壁３

間仕切壁１ 通気止 通気止 通気止 通気止 通気止 通気止

間仕切壁２ 通気止 通気止 通気止 通気止 通気止 通気止

間仕切壁３

間仕切壁４

収納１ 第三種 第三種 第三種 第三種 第三種

収納２ 第三種 第三種

備考

１F居間 １F台所 １F和室 ２F洋室 ２F主寝室 ２F廊下

（天井裏等への措置）

別紙－３記入例３



　住所 電話

　会社名 　登録第　　　　　　号

　氏名 　登録第　　　　　　号

　住所 電話

　会社名

　氏名

　住所 電話

　氏名

新築・増築・改築・
その他（　　　　　　　　）

電話

氏名 住　　　所 電話

氏名 所　属　先 電話

建築面積 延べ面積 ㎡　

（変更内容は別紙）

（変更内容は別紙）

監
理
者
総
合
所
見

　　　　　年　　　月　　　　日　　　　第　　　　　　　号

　　　　　年　　　月　　　　日　　　　第　　　　　　　号

工事の種類

　　 建設業の許可　大臣・知事　（　　　　）第　　　　　　号

換　　気　　設　　備

確認 ・計画通知、年月日及び番号

計 画 変 更 ･ 年 月 日 及 び 番 号

記

建　　　築　　　主

設　　　計　　　者

　 ３．　中央管理方式の空気調和設備　　　４．　令２０条の８第２項　　　５．　その他

建築基準法第12条5項の規定に基づく

工事監理報告書（シックハウス対策関係）　　〔大田区用〕

下記のとおりシックハウス対策における建築工事の施工結果を報告します。

この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

名　　　　称
工
事
現
場

所　在　地

階　　 数 ㎡　

　受付欄　　※

地下　　階　地上　　階　塔屋　　階

軒高　　　　ｍ　　最高　　　　　ｍ

　級建築事務所

　　　　級建築士

（注意）※印のある欄は、記入しないで下さい。

　　　　　年　　　月　　　　日　　　　第　　　　　　　号

　 １．　機械換気設備     　２．　機械換気設備（居室内の空気を浄化して供給する方式）

高　　　さ 確  認  済  証  交  付  機  関

大　田　区　

　　　　　　　年　　月　　日

大田区 建築主事　　　　　

　　（あて先）

工事監理者

工事施工者

建築主　　　

別紙－４



　1． 各居室等の下地における建築材料の種類及び使用面積が、確認図面と同一である

　　　 ことを確認した。

　２． 各居室等の接着剤の種類及び使用面積が、確認図書と同一であることを確認した。

　３． 各居室等の仕上げにおける建築材料の種類及び使用面積が、確認図面と同一で

　　　 あることを確認した。

　４． 各居室等の塗料の種類及び使用面積が、確認図書と同一であることを確認した。

　５． 造り付け家具等の材料の種類及び使用面積が、確認図書と同一であることを確認

　　　 した。

　６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　７． 各居室等の換気設備において、確認図書の換気計画と同一であることを確認した。

　　　 （換気ガラリ、アンダーカット等）

　８． 各居室等の換気設備において、確認図書の形状・寸法・規格・機器の性能（換気

　　　風量）と同一であることを確認した。

　９． 各居室等の換気設備において、ダクトの配置が確認図書と同一であることを確認

　　　 した。

　１０．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１１． 各居室等の建具及び造り付け家具の種類及び形状が、確認図書と同一であること

　　　 を確認した。

　１． 天井裏等の仕上げにおける建築材料の種類が、確認図書と同一であることを確認

　　　 した。　（F☆☆☆以上を使用した場合。）

　２．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　３． 天井裏等の換気設備において、確認図書の形状・寸法・規格・機器の性能（換気

　　　 風量）と同一であることを確認した。

　４． 天井裏等の換気設備において、ダクトの配置が確認図書と同一であることを

　　　確認した。

　５． その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　６． 天井裏等において気密層又は通気止めによって、居室と区画したことを確認した。

　７． その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

居
　
　
　
　
　
　
室

そ
の
他

換
　
気
　
設
　
備

建
　
築
　
材
　
料

天
　
井
　
裏
　
等

（
一
つ
に
○

）そ
の
他

建
築
材
料

換
気
設
備

検　査　・　確　認　事　項　を　○　で　囲　む　こ　と
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